
令和４年７月２９日公示 

我孫子市告示第１８５号 

 

我孫子市私立幼稚園等補助金交付要綱の一部を改正する告示  

 

我孫子市私立幼稚園等補助金交付要綱（平成２年告示第８１号）の一部を次

のように改正する。  

 

改正後  改正前  

（定義）  （定義）  

第２条  この告示において、次の各号

に掲げる用語の意義は、それぞれ当

該各号に定めるところによる。  

第２条  この告示において、次の各号

に掲げる用語の意義は、それぞれ当

該各号に定めるところによる。  

(1)から(8)まで 略  (1)から (8)まで  略  

(9)  教育認定子ども  支援法第 19

条第１号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する支援法第 20条

第４項の教育・保育給付認定子ど

もをいう。  

(9)  教育認定子ども  支援法第 19

条第１項第１号に掲げる小学校

就学前子どもに該当する支援法

第20条第４項の教育・保育給付認

定子どもをいう。  

（補助事業等）  （補助事業等）  

第３条  補助の対象となる事業（以下

「補助事業」という。）は、次のと

おりとする。ただし、第５号にあっ

ては施設型給付を受けない幼稚園で

あって給食を提供しているものに、

第６号にあっては施設型給付を受け

ない幼稚園に限り交付するものとす

る。  

第３条  補助の対象となる事業（以下

「補助事業」という。）は、次のと

おりとし、補助の対象となる経費（以

下「補助対象経費」という。）及び

補助金額は、別表第１に定めるとお

りとする。  

(1)から(4)まで 略 (1)から (4)まで 略 

(5) 給食費臨時特例補助事業   

(6) 光熱費臨時特例補助事業   

２  前項各号に掲げる補助事業の補助  



の対象となる経費（以下「補助対象

経費」という。）及び補助金額は、

別表第１に定めるとおりとする。  

別表第１（第３条関係）  別表第１（第３条関係）  

 
補助

事業  

補助

対象

経費  

補助金額  

  
補助

事業  

補助

対象

経費  

補助金額  

 

 心身

障害

児指

導費

補助

事業

の項

から

協会

運営

費補

助事

業の

項ま

で 

略 

略 略   心 身

障 害

児 指

導 費

補 助

事 業

の 項

か ら

協 会

運 営

費 補

助 事

業 の

項 ま

で 

略 

略 略   

 給食

費臨

時特

例補

助事

業 

給 食

に 係

る 賄

材 料

費 又

は 委

       

  令和４年

４月１日

における

在園児数

（同日に

年額         



託 料

の 高

騰 に

よ り

要 す

る 経

費 

おいて本

市の住民

基本台帳

に記録さ

れている

者 に 限

る。）  

  76人以上

80人以下 

950,000円        

  81人以上

85人以下 

1,010,000

円 

       

  86人以上

90人以下 

1,070,000

円 

       

  91人以上

95人以下 

1,130,000

円 

       

  96人以上

100 人以

下 

1,190,000

円 

       

  101 人以

上 105 人

以下 

1,250,000

円 

       

  106 人以

上 110 人

以下 

1,310,000

円 

       

  111 人以

上 115 人

以下 

1,370,000

円 

       

  116 人以

上 120 人

1,430,000

円 

       



以下 

  121 人以

上 125 人

以下 

1,490,000

円 

       

  126 人以

上 130 人

以下 

1,550,000

円 

       

  131 人以

上 135 人

以下 

1,610,000

円 

       

  136 人以

上 140 人

以下 

1,670,000

円 

       

  141 人以

上 145 人

以下 

1,730,000

円 

       

  146 人以

上 150 人

以下 

1,790,000

円 

       

  151 人以

上 155 人

以下 

1,850,000

円 

       

  156 人以

上 160 人

以下 

1,910,000

円 

       

  161 人以

上 165 人

以下 

1,970,000

円 

       

  166 人以 2,030,000       



上 170 人

以下 

円 

  171 人以

上 175 人

以下 

2,090,000

円 

       

  176 人以

上 180 人

以下 

2,150,000

円 

       

  181 人以

上 185 人

以下 

2,210,000

円 

       

  186 人以

上 190 人

以下 

2,270,000

円 

       

  191 人以

上 195 人

以下 

2,330,000

円 

       

  196 人以

上 200 人

以下 

2,390,000

円 

       

            

 光熱

費臨

時特

例補

助事

業 

光 熱

費 の

高 騰

に よ

り 要

す る

経 費  

       

  令和４年

４月１日

における

在園児数  

年額         

  41人以上

50人以下 

120,000円        

  51人以上 132,500円        



55人以下 

  56人以上

60人以下 

145,000円        

  61人以上

65人以下 

157,500円        

  66人以上

70人以下 

170,000円        

    71人以上

75人以下 

182,500円        

  76人以上

80人以下 

195,000円        

  81人以上

85人以下 

207,500円        

    86人以上

90人以下 

220,000円        

  91人以上

95人以下 

232,500円        

  96人以上

100 人以

下 

245,000円        

    101 人以

上 105 人

以下 

257,500円        

  106 人以

上 110 人

以下 

270,000円        

  111 人以

上 115 人

以下 

282,500円        



    116 人以

上 120 人

以下 

295,000円        

  121 人以

上 125 人

以下 

307,500円        

  126 人以

上 130 人

以下 

320,000円        

    131 人以

上 135 人

以下 

332,000円        

  136 人以

上 140 人

以下 

344,000円        

  141 人以

上 145 人

以下 

356,000円        

    146 人以

上 150 人

以下 

368,000円        

  151 人以

上 155 人

以下 

380,000円        

  156 人以

上 160 人

以下 

391,500円        

    161 人以

上 165 人

403,000円        



以下 

  166 人以

上 170 人

以下 

414,500円        

  171 人以

上 175 人

以下 

426,000円        

  176 人以

上 180 人

以下 

437,000円        

  181 人以

上 185 人

以下 

448,000円        

  186 人以

上 190 人

以下 

459,000円        

  191 人以

上 195 人

以下 

470,000円        

  196 人以

上 200 人

以下 

480,000円        

  201 人以

上 205 人

以下 

490,000円        

  206 人以

上 210 人

以下 

500,000円        

            



  

    

附 則  

（施行期日）  

１  この告示は、公示の日から施行する。ただし、第２条第９号の改正規定は、

令和５年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  改正後の我孫子市私立幼稚園等補助金交付要綱の規定は、令和４年度分の

予算に係る補助金から適用する。  


